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平成 27年 5月 14日 

各  位 

会 社 名 東 海運株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 壁谷 泰雄 

（コード番号：9380  東証第一部） 

問合せ先 経 営 企 画 部 長 湯川 次郎 

（ TEL. 03-6221-2203） 
 
 

固定資産の減損損失の計上及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ 

 
 

このたび、平成 27年 3月期おいて、当社が保有する固定資産のうち時価が著しく下落したものに

ついて、減損処理による特別損失の計上及び当該減損損失計上に伴う繰延税金資産を計上することを

決議しましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１． 固定資産の減損損失の計上について 

当社（中部事業部 松阪営業所）が保有する固定資産につきまして、収益性の低下がみられた設備につい

て、「固定資産の減損損失に係る会計基準」に基づき検討した結果、当該固定資産を回収可能価額まで減額

し、減損損失 149百万円を特別損失に計上することといたしました。 

 

 

２． 繰延税金資産の計上について 

当該減損損失の計上に伴い、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、繰延税金資産 19百万円を計

上し、同額を法人税等調整額のマイナス（当期純利益の増加）に計上することといたしました。 

 

 

３． 今後の見通しについて 

平成 27年 3月期の連結業績への影響につきましては、本日発表の「平成 27年 3月期 決算短信〔日

本基準〕（連結）」をご覧ください。 

 

 

 

以上 


